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公 安 委 規 則 

 

 三 重 県 公 安 委 員 会 等 の 所 管 す る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 五 月 十 九 日  

       三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   吉   田   す  み  江  

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号  

三 重 県 公 安 委 員 会 等 の 所 管 す る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

三 重 県 公 安 委 員 会 等 の 所 管 す る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 七 年 三 重 県 公

安 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条  公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 う こ と と さ れ 、 又 は 公

安 委 員 会 等 が 行 う こ と と し て い る 手 続 等 を 三 重 県 行

政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条

例 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例 第 四 十 三 号 。 以 下 「 情 報 通

信 技 術 利 用 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 か ら 第 六 条 ま で の

規 定 に 基 づ き 、 他 の 条 例 等 に 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を

除 く ほ か 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の

情 報 通 信 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 場 合 に 関 し 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 一 条  公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 う こ と と さ れ 、 又 は 公

安 委 員 会 等 が 行 う こ と と し て い る 手 続 等 を 国 家 公 安

委 員 会 の 所 管 す る 法 令 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し

た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 国

家 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） 第 十 一 条 及 び 三 重 県 行 政 手

続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平

成 十 六 年 三 重 県 条 例 第 四 十 三 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術

利 用 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 か ら 第 六 条 ま で の 規 定 に

基 づ き 、 他 の 法 令 等 に 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ

か 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通

信 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 場 合 に 関 し 、 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  条 例 等  条 例 、 条 例 に 基 づ く 規 則 等 を い う 。  一  法 令 等  法 律 、 法 律 に 基 づ く 命 令 及 び 条 例 等

を い う 。  

二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

三  申 請 等  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 二 条 第 六 号 に

規 定 す る 申 請 等 の う ち 、 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行

わ れ る も の を い う 。  

三  申 請 等  情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以

下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 八 号

及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す

る 申 請 等 の う ち 、 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 わ れ る

も の を い う 。  

四  処 分 通 知 等  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 二 条 第 七

号 に 規 定 す る 処 分 通 知 等 の う ち 、 公 安 委 員 会 等 が 行

う も の を い う 。  

四  処 分 通 知 等  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 三 条 第 九 号

及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す

る 処 分 通 知 等 の う ち 、 公 安 委 員 会 等 が 行 う も の を い

う 。  

五  電 子 署 名  次 に 掲 げ る も の を い う 。  五  電 子 署 名  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

 イ ・ ロ  （ 略 ）   イ ・ ロ  （ 略 ）  

 ハ  地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤 （ 行 政 機 関 の 長 そ の

他 の 地 方 公 務 員 の 職 を 証 明 す る こ と そ の 他 地 方

公 共 団 体 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 手 続 を
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行 い 、 又 は 行 わ せ る た め に 運 営 す る も の を い う 。 ）

の 職 責 証 明 書 に 基 づ く 電 子 署 名  
六  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 申 請 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 ）  （ 申 請 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 ）  

第 三 条  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す

る 電 子 情 報 処 理 組 織 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電

子 計 算 機 と 申 請 等 を 行 う 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

で あ っ て 公 安 委 員 会 等 が 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合 す

る も の と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組

織 と す る 。  

第 三 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 及 び 情 報 通

信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処

理 組 織 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 申

請 等 を 行 う 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 で あ っ て 公 安

委 員 会 等 が 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る も の と を 電

気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 と す る 。  

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 の 手 続 ）  （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 の 手 続 ）  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  条 例 等 の 規 定 に 基 づ き 書 面 等 以 外 の 有 体 物 の 提 出 を

要 す る 申 請 等 を 行 う 者 が 第 一 項 の 入 力 又 は 送 信 を 行

う と き は 、 公 安 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 書 面

等 以 外 の 有 体 物 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
４  法 令 等 の 規 定 に 基 づ き 書 面 等 以 外 の 有 体 物 の 提 出 を

要 す る 申 請 等 を 行 う 者 が 第 一 項 の 入 力 又 は 送 信 を 行

う と き は 、 公 安 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 書 面

等 以 外 の 有 体 物 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  条 例 等 の 規 定 に 基 づ き 同 一 の 内 容 の 書 面 等 を 複 数 必                                                                          

要 と す る 申 請 等 （ 副 本 又 は 写 し を 正 本 と 併 せ 必 要 と す

る も の を 含 む 。 ） に つ い て 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 申 請

等 が 行 わ れ た と き は 、 当 該 申 請 等 に 係 る 必 要 な 数 の 書

面 等 が 提 出 さ れ た も の と み な す 。  

５  法 令 等 の 規 定 に 基 づ き 同 一 の 内 容 の 書 面 等 を 複 数 必

要 と す る 申 請 等 （ 副 本 又 は 写 し を 正 本 と 併 せ 必 要 と す

る も の を 含 む 。 ） に つ い て 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 申 請

等 が 行 わ れ た と き は 、 当 該 申 請 等 に 係 る 必 要 な 数 の 書

面 等 が 提 出 さ れ た も の と み な す 。  

６  （ 略 ）  ６  （ 略 ）  

７  公 安 委 員 会 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 う

者 が 、 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 を 入 力 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 申 請 等 を 行 う 者 の 定 款 に 記 載 さ れ た 事 項 を イ

ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 公 衆 が 閲 覧 す る こ と が で き

る 状 態 に 置 い て い る 場 合 で あ っ て 、 公 安 委 員 会 等 が 当

該 事 項 を 確 認 す る た め に 必 要 な 事 項 を 当 該 申 請 等 に

併 せ て 入 力 す る と き は 、 当 該 申 請 等 に つ い て 規 定 し た

条 例 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 定 款 に 記 載 さ れ た 事

項 の 入 力 を 要 し な い こ と と す る こ と が で き る 。  

７  公 安 委 員 会 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 う

者 が 、 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 を 入 力 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 申 請 等 を 行 う 者 の 定 款 に 記 載 さ れ た 事 項 を イ

ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 公 衆 が 閲 覧 す る こ と が で き

る 状 態 に 置 い て い る 場 合 で あ っ て 、 公 安 委 員 会 等 が 当

該 事 項 を 確 認 す る た め に 必 要 な 事 項 を 当 該 申 請 等 に

併 せ て 入 力 す る と き は 、 当 該 申 請 等 に つ い て 規 定 し た

法 令 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 定 款 に 記 載 さ れ た 事 項

の 入 力 を 要 し な い こ と と す る こ と が で き る 。  

（ 情 報 通 信 技 術 に よ る 手 数 料 の 納 付 ）  （ 情 報 通 信 技 術 に よ る 手 数 料 の 納 付 ）  

第 四 条 の 二  （ 略 ）  第 四 条 の 二  （ 略 ）  

２  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技

術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 情 報

通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 行 わ れ た 申 請 等 に よ り 得 ら れ た 納 付 情 報 に よ り 納

付 す る 方 法 と す る 。  

２  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技

術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 情 報

通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た

申 請 等 に よ り 得 ら れ た 納 付 情 報 に よ り 納 付 す る 方 法

と す る 。  

 （ 申 請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法

に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ

る 部 分 が あ る 場 合 ）  

 第 五 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 六 項 に 規 定 す る 申

請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ

り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部

分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

 一  申 請 等 を す る 者 に つ い て 対 面 に よ り 本 人 確 認 を
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す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合  

 二  申 請 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に そ の 原 本 を 確 認 す

る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合  

 三  申 請 等 に 係 る 書 面 等 又 は 電 磁 的 記 録 が 大 量 で あ

る た め 、 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 入 力

が 困 難 で あ る 場 合  

 四  前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 申 請 等 の 全 部 を 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 不

可 能 又 は 申 請 等 に 係 る 利 便 性 を 著 し く 損 な う 場 合  

 ２  前 項 の 場 合 に お い て 、 申 請 等 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適

当 と 認 め ら れ る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 電 子 情 報 処 理 組 織

を 使 用 し て 申 請 等 （ 当 該 部 分 を 除 く 。 ） を 行 っ た 日 か

ら 一 週 間 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。  

（ 処 分 通 知 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 ）  （ 処 分 通 知 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 ）  

第 五 条  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る

電 子 情 報 処 理 組 織 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子

計 算 機 と 処 分 通 知 等 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計

算 機 で あ っ て 公 安 委 員 会 等 が 定 め る 技 術 的 基 準 に 適

合 す る も の と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処

理 組 織 と す る 。  

第 六 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 及 び 情 報 通 信

技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理

組 織 は 、 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 処 分

通 知 等 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 で あ っ て

公 安 委 員 会 等 が 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る も の と

を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 と す る 。 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 処 分 通 知 等 ）  （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 処 分 通 知 等 ）  

第 六 条  公 安 委 員 会 等 は 、 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

法 に よ り 処 分 通 知 等 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 処 分 通 知 等

を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 条 例 等 の 規 定 に よ り 書 面

等 に 記 載 す べ き こ と と さ れ て い る 事 項 を 公 安 委 員 会

等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 又 は 送 信 し な

け れ ば な ら な い 。  

第 七 条  公 安 委 員 会 等 は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第

一 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 処 分

通 知 等 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 処 分 通 知 等 を 書 面 等 に よ

り 行 う と き に 法 令 の 規 定 に よ り 書 面 等 に 記 載 す べ き

こ と と さ れ て い る 事 項 を 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 又 は 送 信 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 処 分 通 知 等 を 受 け る 旨 の 表 示 の 方 式 ）  

 第 八 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 に 規

定 す る 方 式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 方 式 と す

る 。  

 一  第 六 条 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 識 別

番 号 及 び 暗 証 番 号 の 入 力  

 二  電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 処 分 通

知 等 を 受 け る こ と を 希 望 す る 旨 の 公 安 委 員 会 等 が

定 め る と こ ろ に よ り 行 う 届 出  

 三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 安 委 員 会 等 が 定 め

る 方 式  

 （ 処 分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る

方 法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 が あ る 場 合 ）  

 第 九 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 処

分 通 知 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法

に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ

る 部 分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

 一  処 分 通 知 等 を 受 け る 者 に つ い て 対 面 に よ り 本 人
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確 認 を す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場

合  

 二  処 分 通 知 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に 原 本 を 交 付 す

る 必 要 が あ る も の が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る

場 合  

第 七 条 ・ 第 八 条  （ 略 ）  第 十 条 ・ 第 十 一 条  （ 略 ）  

（ 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 ）  （ 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 ）  

第 九 条  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 四 項 に 規 定 す る

氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 申 請 等 に 係 る 事

項 に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に

係 る 電 子 証 明 書 （ 第 四 条 第 三 項 に 定 め る 電 子 証 明 書 に

限 る 。 ） と 併 せ て こ れ を 送 信 す る 措 置 そ の 他 申 請 等 を

行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 と し て 公 安 委 員 会 等

が 定 め る 措 置 と す る 。  

第 十 二 条  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 四 項 及 び 情 報 通

信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 氏 名 又 は 名

称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 申 請 等 に 係 る 事 項 に つ い て

の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証

明 書 （ 第 四 条 第 三 項 に 定 め る 電 子 証 明 書 に 限 る 。 ） と

併 せ て こ れ を 送 信 す る 措 置 そ の 他 申 請 等 を 行 っ た 者

を 確 認 す る た め の 措 置 と し て 公 安 委 員 会 等 が 定 め る

措 置 と す る 。  

 ２  情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 氏 名 又

は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 処 分 通 知 等 に 係 る 事 項

に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係

る 電 子 証 明 書 と 併 せ て こ れ を 送 信 す る 措 置 そ の 他 処

分 通 知 等 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 と し て 公

安 委 員 会 等 が 定 め る 措 置 と す る 。  

第 十 条 ・ 第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 三 条 ・ 第 十 四 条  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 放 置 違 反 金 の 納 付 命 令 、 督 促 、 滞 納 処 分 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 五 月 十 九 日  

             三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   吉   田   す  み  江  

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号  

三 重 県 放 置 違 反 金 の 納 付 命 令 、 督 促 、 滞 納 処 分 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 放 置 違 反 金 の 納 付 命 令 、 督 促 、 滞 納 処 分 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 340 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

改   正   後  改   正   前  

 （ 弁 明 通 知 ）  

第 三 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  法 第 五 十 一 条 の 四 第 七 項 の 規 定 に よ る 措 置 は 、    

 弁 明 通 知 公 示 送 達 書 （ 第 三 号 様 式 ） に よ り 行 う も   

 の と す る 。  

 （ 弁 明 通 知 ）  

第 三 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  法 第 五 十 一 条 の 四 第 七 項 の 規 定 に よ る 掲 示 は 、    

 弁 明 通 知 公 示 送 達 書 （ 第 三 号 様 式 ） に よ り 行 う も   

 の と す る 。  
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項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 8 年 5 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 14 年 6 月 11 日 第 3 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

鈴鹿農業協同組合 代表理事組合長 谷口 俊二 三重県鈴鹿市地子町 1268 番地 

3  変更内容 

(1) 農産物検査員の追加 

氏名 農産物の種類 証明書番号 

伊藤 紘一 もみ、玄米、小麦、大麦、裸麦、大豆 Ｋ242026701 

(2) 農産物検査員の抹消 

氏名 農産物の種類 証明書番号 

練木 昌弘 もみ、玄米、小麦、大麦、はだか麦、大豆 Ｋ2416076 

 

 

選 管 告 示 

 

三重県選挙管理委員会告示第 27 号 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 192 条第 1 項の規定により、令和 7 年 7 月 20 日執行の参議院選挙区

選出議員選挙に係る各候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表します。 

  令和 8 年 5 月 19 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介   
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公 告 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 18 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

  令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 大仰石橋土地改良区（津市一志町大仰 369 番地 1） 

 退任理事 

津市一志町石橋 255 番地 松 田 正 美   

 〃 一志町大仰 1535 番地 小 山 博 之   

   〃   〃  901 番地 岡 野 吉 秀   

  〃   〃  3228 番地 山 本 正 光   

   〃   〃  1651 番地 2 前 田 孝 幸   

  〃   〃  1024 番地 篠 田 佳 之   

  〃   〃  923 番地 山 﨑   司   

〃 一志町石橋 267 番地 宮 本 美佐生   

  〃   〃  260 番地 2 松 田   隆   

 退任監事 

津市一志町大仰 1077 番地 森 田 日出男   

 〃   〃  531 番地 1 川原田 文 雄   

 就任理事 

 津市一志町石橋 255 番地 松 田 正 美   

  〃 一志町大仰 1456 番地 寺 田   優   

 〃   〃  916 番地 中 川 弘 巳   

  〃   〃  1649 番地 西 川 宗 孝   

 〃   〃  1331 番地 山 本 孝 広   

  〃   〃  1112 番地 2 森 山 眞理子   

  〃   〃  859 番地 森 澤   啓   

〃 一志町石橋 267 番地 宮 本 美佐生   

  〃   〃  260 番地 2 松 田   隆   

就任監事 

津市一志町大仰 2039 番地 森 川 洋 行   

 〃   〃  531 番地 1 川原田 文 雄   

 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 57 条の 2 第 3 項の規定により、宮川用水土地改良区（伊勢市河崎 1

丁目 11 番 8 号）の管理規程の変更を令和 8 年 5 月 1 日付けで認可しましたので、同条第 4 項の規定により公告し

ます。 

  令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1 施設の名称 

  宮川用水土地改良区粟生頭首工 

2 施設の概要 

   粟生頭首工 堰長Ｌ=189.7ｍ 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県伊賀建設事務所長から通知がありました。 

    令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   
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1   作業種類 

    公共測量（3 級基準点測量、4 級基準点測量及び地上レーザ測量） 

2   作業期間 

    令和 8 年 4 月 27 日から令和 9 年 1 月 29 日まで 

3   作業地域 

    伊賀市菖蒲池、同市湯屋谷及び同市蔵縄手 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県伊賀建設事務所長から通知がありました。 

    令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（3 級基準点測量、4 級基準点測量及び地上レーザ測量） 

2   作業期間 

    令和 8 年 4 月 27 日から令和 9 年 1 月 29 日まで 

3   作業地域 

    伊賀市蔵縄手、同市湯屋谷及び同市安場 

  

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 8 年 3 月 27 日に終了した旨、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所長から通知がありました。 

  令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（水準測量） 

2   作業地域 

  桑名市の一部及び桑名郡木曽岬町の一部 

  

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和 8 年 5 月 19 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 8 年 

4 月 28 日 

員弁郡東員町大字鳥取字西之内 617-5 の一部ほか 2 筆、字壱本
杉 629-2 の一部ほか 1 筆、字元鳥取 751-3 の一部ほか 13 筆及
び字中之内 1016-5 の一部 

津市押加部町 10-30 
株式会社ジオ 
代表取締役 櫻井 洋 
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